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「いつかは聞きたい！」が身近に気軽に聞ける勉強会第275回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

●お問い合せ・申込先：神栖本所 地域福祉総合相談センター　 電話：0299-93-0294

 日時：５月19日（金）　   

 時間：午後７時～午後８時30分

 場所：保健･福祉会館２階 研修室　

 定員：50名（要事前予約）

地元精神科医に聞く！！
～ストレスと精神疾患の関係性～

講師：児玉医院　副院長　児玉　知之氏(精神保健指定医)

※試験の内容、応募方法、応募書類、雇用条件等、詳細は本会ホームページをご覧ください。
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神栖市社会福祉協議会 正職員を募集します

広告
税理士法人
タックス･イバラキ
＜栗林会計事務所＞

『ふくしの総合相談窓口』をご活用ください！

お問い合せ：神栖市社会福祉協議会　　神栖本所  電話0299-93-0294

　 　

◇神栖市社協が行う各種専門相談◇

不眠や気分の落ち込み等、心の問題を抱える方やその
家族から精神保健福祉士の資格を持つ職員が相談をお
受けします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
※一回につき１時間の対応となります。

※病院等で行うカウンセリングではありません。　　　　　　

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下
した方々の権利を守るための成年後見制度や日常生
活自立支援事業についての相談をお受けします。　　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

・福祉後見サポートセンターかみすの運営  　　　　　　　　　　　
・後見ホットライン(成年後見専門相談)※本紙裏面をご覧ください。
・日常生活自立支援事業(県社協受託事業)       　　　　　　　　　　　

心理療法士のアドバイザーと精神保健福祉士の職員
により、本人の元気や自信を取り戻すための家族の
関わり方を一緒に考えます。　　　　　　　　　　

・ひきこもり家族相談<予約制>※予定を変更する場合があります。　
　日時：毎月第二金曜日、午後１時～、午後２時半～　　　　　　　

　

身体・知的・精神障害のある方やその家族からサービ
ス利用や社会参加などについて相談をお受けし、障害
者の地域生活を他機関と連携しサポートします。　

・障害者地域生活支援センター(市受託事業)　　　　　　　　　　　

　 　 　 　 　 　 　 　

失業や低収入などにより生活困窮となった世帯や心
身の問題等で働けない方からの生活全般の困り事に
ついて相談をお受けします。　　　　　　　　　　

・生活困窮者自立支援事業（市受託事業）　　　　　　　　　　　

・生活福祉資金貸付相談（県社協受託事業）　　　　　　　　　　

経済的な困りごとの相談

ボランティアをしたい、募集したい方々からの相談を
お受けし、活動の調整を行います。ボランティアにつ
いての情報提供、活動に対する支援も行っています。

・詳しい情報については本会ホームページ又はボランティアセンター 

　マガジン（偶数月１５日発行）をご覧ください。　　　　　　　　

ひきこもり相談

こころの相談室権利擁護に関する相談

障害者の地域生活に関する相談

ボランティア相談

◇かみす社協ニュースへのご意見・ご感想をお寄せください◇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

●お問い合せ：神栖市社会福祉協議会　神栖本所　広報グループ 　 電話：0299-93-0294

QRコードは
(株)デンソーウェーブ
の登録商標です。

　日ごろより、かみす社協ニュースをご覧いただきありがとうございます。社会福祉協議会では、より良い広報　

紙をお届けするために、市民の皆さまの声を募集しております。広報紙に関するご意見・ご感想につきましては、

下記のお問い合せ先、もしくは右記のQRコード(Googleフォーム)にてお寄せください。　　　　　　　　

　神栖市社協は、高齢、障害、児童、生活困窮といった年齢や障害種別、内容に関わらず　　　　　　　　　

幅広い分野の福祉相談を受け止る『ふくしの総合相談窓口』を展開しています。「どこに　　　　　　　　　

相談をしていいかわからない」、「解決のために何からすればいいのか悩んでいる」とい　　　　　　　　　

った相談の解決に最も適切と思われる関係機関や制度を紹介したり、社協の各種専門相談　　　　　　　　　

の利用を提案させていただきます。ご相談方法は電話や窓口だけでなく、必要に応じてご自宅に訪問させてい

ただき、問題解決のお手伝いをさせていただきます。費用は無料で、プライバシーは守られます。安心してご

相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　

　統合失調症やうつ病、適応障害といった精神疾患は誰にでも起こりうる可能性のある病気　　　　　　　　

です。これらの精神疾患は、適切な治療の継続や家族など周囲の方の理解が得られることで　　　　　　　　

症状の軽減に繋がります。そのため、周囲の人が精神疾患についての正しい知識を持ち、理　　　　　　　　

解していくことが大切となります。進学や就職、職場の変更・異動に伴い新しい環境で生活　　　　　　　　

をスタートし１ヶ月が経過する５月頃(ゴールデンウイークが終わった後)は、知らないうちにストレスをため

込み、身体のだるさ、意欲低下、食欲不振など、特に心身の不調が起こりやすい時期とされています。　　　

　そこで今回の勉強会では神栖市で精神科医としてご活躍されている児玉医院の児玉知之先生をお招きし、統

合失調症やうつ病などの代表的な精神疾患の初期症状、治療方法や服薬の重要性、精神疾患に罹患しないため

の予防策などを精神科医の視点でお話しいただきます。当事者やその家族の方、対人援助職の方など多くの皆

さまのご参加をお待ちしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ソーシャルワーカーとして社会福祉協議会の相談援助業務に従事する正職員を募集します。募集人数は２名

程度。採用予定は令和５年８月１日です。

申込受付締切…………令和５年５月１５日（月）※郵送または持参（土･日･祝日除く午前8時30分～午後5時）

採用試験日程…………第１次試験：令和５年６月４日(日)　※事前に書類選考を行います。

対象(全てに該当)……(1)1989年(平成元年)４月２日以降に生まれた方 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　(2)社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する方(登録手続き中の方も含みます)

　　　　　　　　　　(3)普通自動車運転免許を有する方

お問い合わせ…………神栖市社会福祉協議会 神栖本所（採用担当）

　　　　　　　　　  〒314-0121 神栖市溝口1746-1 神栖市保健･福祉会館内　電話 0299-93-0294



3／1～3／31受付 順不同､敬称略つ も る 善 意
たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました☆寄付金預託☆ 合計305,821円

●社協の地域福祉活動へ

●使用済切手 ●ベルマーク合計13,137枚 合計8,652枚

●その他

☆物品預託☆

社協ボランティアセンター窓口

匿名10件

三国屋建設㈱

住宅型有料老人ホームかわ野

　5,000円

神栖市中央図書館

水産技術研究所

灯譜美会

 201円

㈱泉ハウジング

神栖法律事務所弁護士安重洋介

鐘の会

匿名6件

数学の会 

大勝建設㈱

鏑木建設㈱

三菱ガス化学㈱(タオル12枚）

鈴木貴之(尿取りパッド12袋、紙おむ
つ2袋、ガーゼ２パック）

☆サロンに関するお問い合わせ：ボランティアセンター　神栖本所 　波崎支所 

開催！わくわくサロン情報

　サロンは、家に閉じこもりがちな地域の高齢者や障害者、子育て中の親子などが身近な場所に集まって気軽に

楽しい時間を過ごす活動です。新たにサロンを立ち上げたい方々の「思い」を「活動」につなげられるよう、取

り組みへの調整や側面的な支援を行います。ぜひご相談下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※上記以外のサロンはお休みです。

5/2(火) 友愛サロン：溝口集落センター 

5/18(木) わくわくサロン知手浜：知手浜区民館

5/12(金) ほっとサロン：大野原コミュニティセンター5/8(月) わくわくサロン知手団地：東町区民館

5/13(土) なごみ会：高浜公民館　　

鹿島食品㈱

関東グレーンターミナル㈱

三菱ガス化学㈱

㈲フレンドリー

レイズネクスト㈱

●使用済カード 合計1,059枚

● 合計304個

神栖アウトドアクラブ 

斉藤喜久子

三国屋建設㈱

合計 7.8㎏きずなBOX(食品収集箱)

●もったいないを橋渡しプロジェクト関連

NPO法人フードバンク茨城
(食品21Kg)

匿名6件(尿取りパッド18袋、紙おむ

つ8袋、ウェットティッシュ2袋、おし
りふき3袋、下着5枚、タオル31枚）

広告

神栖法律事務所

神栖法律事務所
茨城県弁護士会所属

　　弁護士 安重 洋介

　　弁護士 宇都宮 諒
〒 神栖市神栖 号

   ☎
http://www.kamisu-law.com/
ご相談は平日９時から１８時まで受け付けています
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匿名2件 　4,739円

婚活支援ふくしのカフェ

社協ボランティアセンター窓口

マツモトキヨシ神栖店

5/1(月) わくわくサロンはさき：日の出町区民館 　社協会費は、成年後見制度に関する事業や精神障害者の地域生活支援事業、発達障害児者

の支援、学校・企業等での福祉教育出前講座など、神栖市社協が独自に実施する福祉事業の

根幹となる財源として、毎年ご協力をお願いしています。多くの市民の皆様が会員として社

協を応援していただけることで、近隣他市にはない神栖市独自の活動を強化・発展させてい

くことが可能となります。令和５年度も引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。

　各世帯にお願いする一般・特別会員は、各地区のご協力により募集しているほか、最寄り

の社協窓口でも随時受け付けております。窓口にお越しになれない場合は、銀行振込もご案

内できます。

　会員加入は決して強制ではありません。社協会費募集の取り組み方や会費の使われ方など、

わからないことがありましたらお気軽に下記までお問い合わせください。

■お問い合せ　神栖本所 福祉推進活動センター 電話:0299-93-0294 波崎支所 電話:0479-48-0294

　会費(年額) 
　■一般会員
　　１口 , 円以上
　■特別会員
　　１口 , 円以上

一般会員章
（群青色）

特別会員章
（橙　色）
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令和５年度

令和５年度 社協一般･特別会員を募集しています
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整形外科・内 科
精神科・心療内科

児玉医院

もの忘れ・認知症外来・児童精神

認知症リハビリテーション

各種メンタルケアのご相談

広告

　455円

JFE条鋼㈱鹿島製造所

(大判プリンター購入費）
　250,000円

息栖小学校 　36,800円

波崎高校 家庭部  2円

波崎高校 第2学年  13円

波崎柳川高校生徒会 7,434円

社協波崎支所窓口  10円

●令和4年8月大雨災害義援金

社協窓口 1,167円

神栖市中央図書館

鹿島特別支援学校PTA 神栖･波崎支部

ベルの会はさき

社協波崎支所窓口

灯譜美会

匿名1件

●書き損じハガキ 合計163枚

ベルの会はさき 匿名2件

鹿島食品㈱

住宅型有料老人ホームかわ野

鹿島特別支援学校PTA 神栖･波崎支部

ベルの会はさき

やたべ土合小企画委員会

匿名2件

斉藤喜久子

住宅型有料老人ホームかわ野

鐘の会

鹿島特別支援学校PTA 神栖･波崎支部

灯譜美会

社協ボランティアセンター窓口

鏑木建設㈱

水産技術研究所

金生谷洋子

大勝建設㈱

やたべ土合小企画委員会

社協波崎支所窓口

成年後見制度に関するご相談をお受けします

　といったお困りごとに対し、社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を持つ職員が相談をお

受けします。電話での相談、窓口での面談、必要に応じてご自宅への訪問も行います。本人や

家族、親族、さらには福祉・医療関係者からの相談にも応じますので、ぜひご活用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福祉後見サポートセンターかみす（神栖市社協）　　電話：０２９９－９３－０２９４

成年後見制度に関する『出前講座』お受けします!!

　福祉施設や医療機関、企業や事業所などで、成年後見制度に関する勉強会や研修会の開催をご希望の際は神

栖市社協の職員がお手伝いさせていただきます。費用は無料です。研修内容や開催日時はできる限り依頼者の

意向に合わせて実施します。少人数（4名程度～）でも対応しますので、お問合せをお待ちしています。　　

　神栖市社協では、判断能力が十分でない方の市民的権利と財産を守る“成年後見制度”の相談窓口として

「福祉後見サポートセンターかみす」を開設しています。制度の概要や利用までの流れ、家庭裁判所に申立を

する時に必要な書類の説明など、成年後見制度に関わるどのようなご相談にも応じます。　　　　　　　　　

　 　 　 　 　

例1：制度について知りたいが、どこに相談したらよいか分からない。　　　　　　　　　

例3：認知症がある一人暮らし高齢者のケアマネジャーをしていますが、特別養護老人ホームなどの施設入所

　　 を検討しています。しかし身寄りがいないため、入所の契約ができず困っています。　　　　　　　　　

例2：父親の物忘れがひどくなり成年後見人が必要と銀行で言われたが、成年後見の

　　 手続きの方法や書類が分からない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

気軽に食品を寄付で
きる｢きずなBOX(食
品収集箱)｣を本所ボ
ランティアセンター
と波崎支所に設置し
ています。食品寄付
のご協力を宜しくお
願いします。

後見ホットライン（成年後見専門相談）

※成年後見制度とは‥認知症、知的障害、精神障害などの理由で、身上監護（介護・福祉サービスの利用

　契約や施設入所・入院の契約締結）や財産管理（不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議等の相続手続

　き）などの法律行為を一人で行うことが難しい場合に法的に保護し、支援する制度です。　　　　　　　

広告

0299-93-1779
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